
(57)【要約】

　　【課題】

　アイドルストップスタートシステムによるエンジンの

自動始動を支障なく円滑に行うことと、スマートエンジ

ンスタータシステムによる盗難防止性能の低下を防ぐこ

ととを両立させる。

　　【解決手段】

　コントロールユニット１００は、アイドルストップス

タートシステムによるエンジンの自動始動時に携帯機２

００の車外への持出しの可能性を判定し、持出しの可能

性が無いと判定したときは携帯機２００のＩＤ認証の成

立を条件とせずにエンジンを自動始動させる一方、持出

しの可能性が有ると判定したときには携帯機２００のＩ

Ｄ認証の成立を条件としてエンジンを自動始動させる。

　　【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 乗 員 の エ ン ジ ン 始 動 操 作 時 に 乗 員 が 携 帯 す る 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い 、 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認
証 が 成 立 し た と き は エ ン ジ ン の 始 動 を 許 可 し 、 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し な い と き は エ ン
ジ ン の 始 動 を 禁 止 す る ス マ ー ト エ ン ジ ン ス タ ー タ 制 御 手 段 と 、
　 所 定 の 自 動 停 止 条 件 が 成 立 し た と き は エ ン ジ ン を 自 動 停 止 さ せ 、 所 定 の 自 動 始 動 条 件 が
成 立 し た と き は エ ン ジ ン を 自 動 始 動 さ せ る ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 と を 備 え た
車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 は 、
　 前 記 所 定 の 自 動 始 動 条 件 の 成 立 時 に 携 帯 機 の 車 外 へ の 持 出 し の 可 能 性 を 判 定 し 、 持 出 し
の 可 能 性 が 無 い と 判 定 し た と き は 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 の 成 立 を 条 件 と せ ず に エ ン ジ ン を 自 動
始 動 さ せ 、 持 出 し の 可 能 性 が 有 る と 判 定 し た と き は 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 の 成 立 を 条 件 と し て
エ ン ジ ン を 自 動 始 動 さ せ る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ
プ ス タ ー ト 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 は 、
　 車 両 に お け る 車 室 内 と 車 外 と を 区 画 す る 所 定 の 開 閉 体 の 開 閉 状 態 に 応 じ て 携 帯 機 の 車 外
へ の 持 出 し の 可 能 性 を 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 装
置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 請 求 項 ２ に 記 載 の 車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 は 、
　 エ ン ジ ン の 自 動 停 止 中 に 車 両 の 所 定 の 開 閉 体 が 開 閉 動 作 さ れ た と き は そ の 時 点 で 携 帯 機
の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い 、 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し た と き は 所 定 の 自 動 始 動 条 件 の 成 立 時 の 判
定 に お い て 携 帯 機 の 車 外 へ の 持 出 し の 可 能 性 が 無 い と 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 ア
イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 請 求 項 ２ に 記 載 の 車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 は 、
　 エ ン ジ ン の 自 動 停 止 中 に 車 両 の 所 定 の 開 閉 体 が 開 閉 動 作 さ れ た と き は そ の 時 点 で 携 帯 機
の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い 、 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し な い と き は 携 帯 機 の 車 外 へ の 持 出 し の 可 能
性 が 有 る と 判 定 し て 直 ち に 所 定 の 警 報 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス
タ ー ト 制 御 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト シ ス テ ム と ス マ ー ト エ ン ジ ン ス タ ー タ シ ス テ ム と
の 両 方 を 備 え た 車 両 の 技 術 分 野 に 属 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 燃 費 性 能 の 向 上 、 排 気 エ ミ ッ シ ョ ン の 低 減 、 振 動 や 騒 音 の 防 止 等 を 図 る た め 、 ア
イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト シ ス テ ム を 備 え た 車 両 が 知 ら れ て い る 。 例 え ば 、 特 許 文 献 １ に 開
示 の 車 両 の 場 合 、 車 速 が ゼ ロ で ク ラ ッ チ ペ ダ ル か ら 足 が 降 ろ さ れ た と き に エ ン ジ ン が 自 動
停 止 （ ア イ ド ル ス ト ッ プ ） さ れ 、 そ の 状 態 で ク ラ ッ チ ペ ダ ル が 踏 み 込 ま れ た と き に エ ン ジ
ン が 自 動 始 動 （ ア イ ド ル ス タ ー ト ） さ れ る よ う に 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 一 方 、 車 両 の 盗 難 の 未 然 防 止 等 を 図 る た め 、 ス マ ー ト エ ン ジ ン ス タ ー タ シ ス テ ム を 備 え
た 車 両 も ま た 知 ら れ て い る 。 例 え ば 、 特 許 文 献 ２ に 開 示 の 車 両 の 場 合 、 車 両 に 搭 載 さ れ る
車 両 側 送 受 信 装 置 （ 車 載 機 ） と 乗 員 が 携 帯 す る 携 帯 用 送 受 信 装 置 （ 携 帯 機 ） と の 間 で 無 線
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交 信 を 行 い 、 携 帯 機 か ら 送 信 さ れ て き た Ｉ Ｄ コ ー ド が 正 規 の Ｉ Ｄ コ ー ド で あ る と 認 証 さ れ
た と き に エ ン ジ ン の 始 動 が 許 可 さ れ る よ う に 構 成 さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ ０ － ２ ９ ９ ５ ３ １ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － ２ ６ ９ ０ １ ９ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 と こ ろ で 、 前 記 の よ う な ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト シ ス テ ム と ス マ ー ト エ ン ジ ン ス タ ー
タ シ ス テ ム と の 両 方 を 備 え た 車 両 に お い て は 、 次 の よ う な 問 題 が 生 じ る 可 能 性 が あ る 。 以
下 、 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト を 「 Ｉ Ｓ Ｓ 」 と 、 ス マ ー ト エ ン ジ ン ス タ ー タ シ ス テ ム を 「
Ｓ Ｅ Ｓ 」 と 略 記 し て 説 明 す る 。 す な わ ち 、 Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム に よ る エ ン ジ ン の 自 動 始 動 時 に
、 Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム の 場 合 と 同 様 、 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 の 成 立 を 条 件 と す る と 、 車 両 の 停 車 環
境 （ 例 え ば 車 両 の 傍 に 放 送 局 が あ る と 電 磁 ノ イ ズ が 発 生 し て 車 載 機 と 携 帯 機 と の 無 線 交 信
に 影 響 が 出 る ） や 、 車 室 内 で の 携 帯 機 の 置 き 場 所 （ 例 え ば 携 帯 機 が カ バ ン に 入 れ ら れ て 車
室 内 の 隅 に 置 か れ て い る と 車 載 機 か ら の リ ク エ ス ト 信 号 が 携 帯 機 に 届 か ず 車 載 機 と 携 帯 機
と の 無 線 交 信 に 影 響 が 出 る ） 、 あ る い は 携 帯 機 の 電 池 の 消 耗 度 合 い （ 例 え ば 携 帯 機 の 電 池
の 消 耗 度 合 い が 大 き い と 携 帯 機 か ら の Ｉ Ｄ 信 号 の 電 波 強 度 が 弱 く な っ て 車 載 機 と 携 帯 機 と
の 無 線 交 信 に 影 響 が 出 る ） 等 に 起 因 し て 、 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 に 障 害 が 生 じ た と き に 、 エ ン
ジ ン の 自 動 始 動 が 行 え な く な る 。 そ の た め 、 乗 員 に し て み れ ば 、 車 両 側 で エ ン ジ ン を 自 動
停 止 し て お い て 、 今 度 は 発 進 時 に エ ン ジ ン が 自 動 始 動 し な い の で あ る か ら 、 例 え ば 交 差 点
の 中 で １ 台 だ け 発 進 で き ず 、 交 通 の 妨 げ に な っ て 、 慌 て て し ま う こ と と な る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 一 方 、 前 記 問 題 を 解 消 す る た め 、 Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム に よ る エ ン ジ ン の 自 動 始 動 時 に は 携 帯
機 の Ｉ Ｄ 認 証 の 成 立 を 不 必 要 と す る と 、 例 え ば パ ー キ ン グ エ リ ア 等 で エ ン ジ ン の 自 動 停 止
中 に 乗 員 が 勘 違 い （ 自 分 が エ ン ジ ン 停 止 操 作 を し た か ら エ ン ジ ン が 停 止 し て い る も の と 誤
解 ） し て 携 帯 機 を 携 帯 し た ま ま 車 外 へ 出 て 行 っ た と き に 、 た と え 携 帯 機 を 携 帯 し な い 者 で
も そ の ス キ に 乗 車 し て ク ラ ッ チ ペ ダ ル を 踏 む 等 す る と エ ン ジ ン が 自 動 始 動 す る の で あ る か
ら 、 Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム に よ る 盗 難 防 止 性 能 が 著 し く 低 下 し て し ま う こ と と な る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 は 、 前 記 の よ う な 不 具 合 に 対 処 す る も の で 、 Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム に よ る エ ン ジ ン の 自
動 始 動 を 支 障 な く 円 滑 に 行 う こ と と 、 Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム に よ る 盗 難 防 止 性 能 の 低 下 を 防 ぐ こ
と と を 共 に 達 成 す る 車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 装 置 の 提 供 を 課 題 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 す な わ ち 、 前 記 課 題 を 解 決 す る た め 、 本 願 の 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 乗 員 の エ ン ジ ン
始 動 操 作 時 に 乗 員 が 携 帯 す る 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い 、 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し た と き
は エ ン ジ ン の 始 動 を 許 可 し 、 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し な い と き は エ ン ジ ン の 始 動 を 禁 止
す る ス マ ー ト エ ン ジ ン ス タ ー タ 制 御 手 段 と 、 所 定 の 自 動 停 止 条 件 が 成 立 し た と き は エ ン ジ
ン を 自 動 停 止 さ せ 、 所 定 の 自 動 始 動 条 件 が 成 立 し た と き は エ ン ジ ン を 自 動 始 動 さ せ る ア イ
ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 と を 備 え た 車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 装 置 で あ
っ て 、 前 記 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 は 、 前 記 所 定 の 自 動 始 動 条 件 の 成 立 時 に 携
帯 機 の 車 外 へ の 持 出 し の 可 能 性 を 判 定 し 、 持 出 し の 可 能 性 が 無 い と 判 定 し た と き は 携 帯 機
の Ｉ Ｄ 認 証 の 成 立 を 条 件 と せ ず に エ ン ジ ン を 自 動 始 動 さ せ 、 持 出 し の 可 能 性 が 有 る と 判 定
し た と き は 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 の 成 立 を 条 件 と し て エ ン ジ ン を 自 動 始 動 さ せ る よ う に 構 成 さ
れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 次 に 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー
ト 制 御 装 置 に お い て 、 前 記 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 は 、 車 両 に お け る 車 室 内 と
車 外 と を 区 画 す る 所 定 の 開 閉 体 の 開 閉 状 態 に 応 じ て 携 帯 機 の 車 外 へ の 持 出 し の 可 能 性 を 判
定 す る こ と を 特 徴 と す る 。
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【 ０ ０ ０ ９ 】
　 次 に 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 請 求 項 ２ に 記 載 の 車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー
ト 制 御 装 置 に お い て 、 前 記 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 は 、 エ ン ジ ン の 自 動 停 止 中
に 車 両 の 所 定 の 開 閉 体 が 開 閉 動 作 さ れ た と き は そ の 時 点 で 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い 、 携 帯
機 の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し た と き は 所 定 の 自 動 始 動 条 件 の 成 立 時 の 判 定 に お い て 携 帯 機 の 車 外
へ の 持 出 し の 可 能 性 が 無 い と 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 そ し て 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 請 求 項 ２ に 記 載 の 車 両 用 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ
ー ト 制 御 装 置 に お い て 、 前 記 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 は 、 エ ン ジ ン の 自 動 停 止
中 に 車 両 の 所 定 の 開 閉 体 が 開 閉 動 作 さ れ た と き は そ の 時 点 で 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い 、 携
帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し な い と き は 携 帯 機 の 車 外 へ の 持 出 し の 可 能 性 が 有 る と 判 定 し て 直
ち に 所 定 の 警 報 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま ず 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム と Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム と の 両 方 を 備
え た 車 両 に お い て 、 エ ン ジ ン の 自 動 始 動 時 に は 携 帯 機 が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い る か 否 か を
判 定 し 、 つ ま り 携 帯 機 を 携 帯 し た 乗 員 が 車 外 へ 出 て 行 っ た か 又 は 車 内 に 居 る か を 判 定 し 、
そ の 結 果 、 携 帯 機 が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い な い 可 能 性 を 判 定 し た と き は 、 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認
証 の 成 立 を 条 件 と せ ず に エ ン ジ ン を 自 動 始 動 さ せ る よ う に し た か ら 、 エ ン ジ ン の 自 動 始 動
時 に 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 障 害 が 生 じ て エ ン ジ ン を 自 動 始 動 で き な く な る 、 と い う 不 具 合 が 回
避 さ れ る こ と と な る 。 そ し て 、 こ の 場 合 、 携 帯 機 を 携 帯 し た 乗 員 が 車 内 に 居 る の で あ る か
ら 、 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 の 成 立 を 条 件 と せ ず に エ ン ジ ン を 自 動 始 動 さ せ て も 、 盗 難 防 止 性 能
が 低 下 す る こ と が な い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 一 方 、 エ ン ジ ン の 自 動 始 動 時 に 、 携 帯 機 が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い る 可 能 性 を 判 定 し た と
き は 、 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 の 成 立 を 条 件 と し て エ ン ジ ン を 自 動 始 動 さ せ る よ う に し た か ら 、
た と え 携 帯 機 を 携 帯 し な い 者 が 携 帯 機 を 携 帯 す る 乗 員 の 不 在 を 狙 っ て 乗 車 し て も 、 エ ン ジ
ン は 自 動 始 動 さ れ ず 、 盗 難 防 止 性 能 が 確 実 に 担 保 さ れ る こ と と な る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 次 に 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 乗 員 が 出 入 り す る 際 に 開 閉 動 作 さ れ る ド ア や ウ
イ ン ド ウ あ る い は リ ヤ ハ ッ チ 等 の 、 車 両 に お け る 車 室 内 と 車 外 と を 区 画 す る 所 定 の 開 閉 体
が 開 閉 動 作 さ れ た こ と に 基 い て 携 帯 機 の 車 外 へ の 持 出 し の 可 能 性 を 判 定 す る よ う に し た か
ら 、 携 帯 機 が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い る か い な い か の 判 定 が 合 理 的 に か つ 的 確 に 判 定 さ れ る
こ と と な る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 次 に 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 エ ン ジ ン の 自 動 停 止 中 に 前 記 ド ア や ウ イ ン ド ウ
等 が 開 閉 動 作 さ れ た と き は 、 そ の 時 点 で 予 め 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 っ て お き 、 そ の 結 果 、
携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し た と き は 、 エ ン ジ ン の 自 動 始 動 時 に は 、 携 帯 機 が 車 外 へ 持 ち 出
さ れ て い な い と 判 定 す る よ う に し た か ら 、 例 え ば 乗 員 の 出 入 り を 伴 わ な い 単 な る ド ア や ウ
イ ン ド ウ 等 の 開 閉 動 作 に 基 い て 、 携 帯 機 が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い る と 誤 判 定 す る こ と が 回
避 さ れ る こ と と な る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 そ し て 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 エ ン ジ ン の 自 動 停 止 中 に 前 記 ド ア や ウ イ ン ド
ウ 等 が 開 閉 動 作 さ れ た と き は 、 そ の 時 点 で 携 帯 機 の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い 、 そ の 結 果 、 携 帯 機 の
Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し な い と き は 、 携 帯 機 が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い る と 判 定 し て 、 直 ち に 所 定
の 警 報 を 行 う よ う に し た か ら 、 例 え ば エ ン ジ ン の 自 動 停 止 中 に 自 分 が エ ン ジ ン 停 止 操 作 を
し た も の と 勘 違 い し て 携 帯 機 を 携 帯 し た ま ま 車 外 へ 出 て 行 こ う と す る 乗 員 に 注 意 を 喚 起 す
る こ と が で き る 。 以 下 、 発 明 の 最 良 の 実 施 形 態 を 通 し て 、 本 発 明 を さ ら に 詳 し く 説 明 す る
。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
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【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 実 施 形 態 に お い て は 、 本 発 明 は 、 図 １ に 示 す 車 両 １ に 適 用 さ れ て い る 。 こ の 車 両 １ は
、 燃 費 性 能 の 向 上 等 を 図 る た め の ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト （ Ｉ Ｓ Ｓ ） シ ス テ ム と 、 車 両
盗 難 の 未 然 防 止 等 を 図 る た め の ス マ ー ト エ ン ジ ン ス タ ー タ （ Ｓ Ｅ Ｓ ） シ ス テ ム と の 両 方 を
備 え た 車 両 で 、 運 転 席 ３ の 前 方 に イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ が 設 け ら れ て い る 。 イ グ ニ ッ シ
ョ ン ノ ブ １ ０ は 、 ス テ ア リ ン グ ロ ッ ク 位 置 （ Ｌ ｏ ｃ ｋ ） と 、 ス テ ア リ ン グ ロ ッ ク 解 除 位 置
（ Ｏ ｆ ｆ ） と 、 ア ク セ サ リ オ ン 位 置 （ Ａ ｃ ｃ ） と 、 イ グ ニ ッ シ ョ ン オ ン 位 置 （ Ｏ ｎ ） と 、
イ グ ニ ッ シ ョ ン ス タ ー ト 位 置 （ Ｓ ｔ ａ ｒ ｔ ） と に 回 動 操 作 可 能 、 か つ そ の 回 動 軸 方 向 に 押
圧 操 作 可 能 に 構 成 さ れ て い る 。 イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ が ス テ ア リ ン グ ロ ッ ク 位 置 に あ る
と き は 、 ス テ ア リ ン グ ロ ッ ク 機 構 １ １ が 作 動 し て ハ ン ド ル ６ の 回 転 が 機 械 的 に 阻 止 さ れ 、
イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ が ス テ ア リ ン グ ロ ッ ク 解 除 位 置 に あ る と き に は 、 ス テ ア リ ン グ ロ
ッ ク 機 構 １ １ が 非 作 動 と な っ て ハ ン ド ル ６ の 回 転 が 機 械 的 に 許 容 さ れ る 。 車 両 １ の 出 庫 時
、 乗 員 が エ ン ジ ン （ 図 示 せ ず ） を 始 動 す る と き は 、 イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ は ス テ ア リ ン
グ ロ ッ ク 位 置 （ Ｌ ｏ ｃ ｋ ） に あ り 、 か つ 回 動 操 作 が 阻 止 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 車 両 １ に は 、 車 両 側 送 受 信 装 置 （ 車 載 機 ） と し て 機 能 す る 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ が 搭 載 さ
れ て い る 。 こ の 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ は 、 Ｉ Ｓ Ｓ 制 御 及 び Ｓ Ｅ Ｓ 制 御 を 行 う 統 括 制 御 ユ ニ ッ
ト で あ っ て 、 乗 員 が 携 帯 す る 携 帯 用 送 受 信 装 置 （ 携 帯 機 ） ２ ０ ０ と の 間 で 無 線 交 信 が 可 能
に 構 成 さ れ て い る 。 車 載 機 １ ０ ０ か ら 携 帯 機 ２ ０ ０ へ 向 け て リ ク エ ス ト 信 号 を 送 信 す る た
め 、 運 転 席 ド ア 、 助 手 席 ド ア 及 び リ ヤ ハ ッ チ に 室 外 送 信 ア ン テ ナ １ ３ １ … １ ３ １ が 配 置 さ
れ 、 車 室 内 の 前 部 及 び 後 部 に 室 内 送 信 ア ン テ ナ １ ３ ２ ， １ ３ ２ が 配 置 さ れ て い る 。 一 方 、
携 帯 機 ２ ０ ０ か ら の Ｉ Ｄ 信 号 （ 携 帯 機 ２ ０ ０ に 固 有 の Ｉ Ｄ コ ー ド を 含 ん だ レ ス ポ ン ス 信 号
） を 受 信 す る た め 、 車 室 内 の 前 部 に 受 信 ア ン テ ナ １ ３ ３ が 配 置 さ れ て い る 。 ま た 、 運 転 席
ド ア 、 助 手 席 ド ア 及 び リ ヤ ハ ッ チ の 外 部 ノ ブ ７ … ７ （ 図 １ に は 助 手 席 ド ア の 外 部 ノ ブ の み
図 示 ） に 、 車 外 に 居 る 乗 員 が 押 圧 操 作 す る ド ア リ ク エ ス ト ス イ ッ チ １ １ ２ … １ １ ２ が 設 け
ら れ 、 運 転 席 ド ア 、 助 手 席 ド ア 、 後 部 座 席 ド ア 及 び リ ヤ ハ ッ チ の 近 傍 に ド ア ロ ッ ク ア ク チ
ュ エ ー タ １ １ ６ … １ １ ６ が 設 け ら れ て い る 。 さ ら に 、 運 転 席 ３ の 前 方 に 配 設 さ れ た メ ー タ
ユ ニ ッ ト １ １ ７ に 、 車 内 に 居 る 乗 員 に 対 し て 各 種 の 警 報 や 通 知 を 行 う た め の ラ ン プ や ブ ザ
ー が 具 備 さ れ 、 運 転 席 ド ア に 、 車 外 に 居 る 乗 員 あ る い は 車 外 へ 出 て 行 こ う と す る 乗 員 に 対
し て 各 種 の 警 報 や 通 知 を 行 う た め の 車 外 用 ブ ザ ー １ １ ８ が 内 蔵 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 な お 、 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ 車 載 機 ） １ ０ ０ は 、 請 求 項 １ に 記 載 の 「 ス マ ー ト エ ン ジ ン ス
タ ー タ 制 御 手 段 」 及 び 「 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 」 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 図 ２ に 示 す よ う に 、 車 載 機 と し て 機 能 す る 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ は 、 前 記 イ グ ニ ッ シ ョ ン
ノ ブ １ ０ 、 ド ア リ ク エ ス ト ス イ ッ チ １ １ ２ 及 び 受 信 ア ン テ ナ １ ３ ３ か ら 情 報 を 入 力 し て 、
前 記 イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ 、 ド ア ロ ッ ク ア ク チ ュ エ ー タ １ １ ６ 、 メ ー タ ユ ニ ッ ト １ １ ７
、 車 外 用 ブ ザ ー １ １ ８ 、 室 外 送 信 ア ン テ ナ １ ３ １ 及 び 室 内 送 信 ア ン テ ナ １ ３ ２ に 制 御 信 号
を 出 力 す る 。 そ の 他 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ は 、 ブ レ ー キ ペ ダ ル セ ン サ （ ブ レ ー キ ペ ダ ル の
踏 込 量 を 検 出 す る ） １ ０ １ 、 車 速 検 出 セ ン サ １ ０ ２ 、 イ ン ヒ ビ タ ス イ ッ チ （ シ フ ト レ バ ー
が 非 走 行 レ ン ジ に あ る と き に オ ン と な る ） １ ０ ３ 、 パ ー キ ン グ ブ レ ー キ ス イ ッ チ １ ０ ４ 、
エ ア コ ン ス イ ッ チ １ ０ ５ 、 エ ン ジ ン 水 温 セ ン サ １ ０ ６ 、 ウ イ ン カ ス イ ッ チ １ ０ ７ 、 路 面 勾
配 セ ン サ １ ０ ８ 、 ス ロ ッ ト ル 開 度 セ ン サ １ ０ ９ 、 操 舵 角 セ ン サ １ １ ０ 、 エ ン ジ ン 回 転 セ ン
サ １ １ １ 、 ド ア 開 検 出 セ ン サ （ 運 転 席 ド ア 、 助 手 席 ド ア 、 後 部 座 席 ド ア 又 は リ ヤ ハ ッ チ が
開 状 態 に あ る こ と を 検 出 す る ： な お 、 車 両 １ の そ の 他 の 開 閉 体 、 例 え ば ウ イ ン ド ウ が 開 状
態 に あ る こ と を 検 出 す る ウ イ ン ド ウ 開 検 出 セ ン サ を 用 い る こ と も で き る ） １ １ ３ 及 び ド ア
ロ ッ ク 検 出 セ ン サ （ 運 転 席 ド ア 、 助 手 席 ド ア 、 後 部 座 席 ド ア 又 は リ ヤ ハ ッ チ が 閉 状 態 に あ
っ て ド ア ロ ッ ク が さ れ て い る こ と を 検 出 す る ： な お 、 車 両 １ の そ の 他 の 開 閉 体 、 例 え ば ウ
イ ン ド ウ が 閉 状 態 に あ る こ と を 検 出 す る ウ イ ン ド ウ 閉 検 出 セ ン サ を 用 い る こ と も で き る ）
１ １ ４ か ら 情 報 を 入 力 し て 、 燃 料 噴 射 弁 １ ２ ０ に ド ラ イ バ １ １ ９ を 介 し て 制 御 信 号 を 出 力
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し 、 ま た 点 火 プ ラ グ １ ２ ２ に 点 火 コ イ ル １ ２ １ を 介 し て 制 御 信 号 を 出 力 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 一 方 、 乗 員 が 携 帯 す る 携 帯 機 ２ ０ ０ は 、 携 帯 機 制 御 ユ ニ ッ ト ２ ０ １ 、 受 信 ア ン テ ナ ２ ０
２ 、 送 信 ア ン テ ナ ２ ０ ３ 、 ロ ッ ク ス イ ッ チ ２ ０ ４ 及 び ア ン ロ ッ ク ス イ ッ チ ２ ０ ５ を 有 し て
い る 。 そ し て 、 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト ２ ０ １ は 、 受 信 ア ン テ ナ ２ ０ ２ 、 ロ ッ ク ス イ ッ チ ２ ０ ４
及 び ア ン ロ ッ ク ス イ ッ チ ２ ０ ５ か ら 情 報 を 入 力 し て 、 送 信 ア ン テ ナ ２ ０ ３ に 制 御 信 号 を 出
力 し 、 こ れ に よ り 、 車 載 機 １ ０ ０ か ら の リ ク エ ス ト 信 号 の 受 信 と 、 車 載 機 １ ０ ０ へ 向 け て
の Ｉ Ｄ 信 号 の 送 信 と を 行 う 。 な お 、 図 １ に 示 し た よ う に 、 携 帯 機 ２ ０ ０ は 、 駆 動 源 で あ る
電 池 ２ ０ ６ と 、 シ ス テ ム フ ェ イ ル 時 等 に 使 用 す る た め の 緊 急 キ ー ２ ０ ７ と を 具 備 し て い る
。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 図 ３ に 示 す よ う に 、 室 外 送 信 ア ン テ ナ １ ３ １ … １ ３ １ か ら リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を 送 信 し た
と き 、 そ の リ ク エ ス ト 信 号 Ａ が 届 く エ リ ア 、 つ ま り 検 知 エ リ ア Ｒ １ ， Ｒ ２ ， Ｒ ３ は 、 運 転
席 ド ア 、 助 手 席 ド ア 及 び リ ヤ ハ ッ チ の 近 傍 に 形 成 さ れ る 。 そ し て 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ は
、 少 な く と も い ず れ か の 検 知 エ リ ア Ｒ １ ， Ｒ ２ ， Ｒ ３ 内 に 携 帯 機 ２ ０ ０ 、 つ ま り 携 帯 機 ２
０ ０ を 携 帯 す る 乗 員 Ｘ が 検 知 さ れ た と き 、 乗 員 Ｘ が 車 外 に 居 る と 判 定 す る 。 図 例 は 、 運 転
席 ド ア の 近 傍 の 検 知 エ リ ア Ｒ １ 内 に 乗 員 Ｘ が 検 知 さ れ た 場 合 を 示 し て い る 。 な お 、 こ の 図
３ に は 、 車 両 １ に お け る 前 記 室 外 送 信 ア ン テ ナ １ ３ １ … １ ３ １ 及 び 前 記 検 知 エ リ ア Ｒ １ ，
Ｒ ２ ， Ｒ ３ の 配 置 を 明 示 す る た め 、 車 輪 ２ … ２ 、 運 転 席 ３ 、 助 手 席 ４ 、 後 部 座 席 ５ 及 び ハ
ン ド ル ６ を 併 せ て 図 示 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ま た 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 室 内 送 信 ア ン テ ナ １ ３ ２ ， １ ３ ２ か ら リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を 送
信 し た と き 、 そ の リ ク エ ス ト 信 号 Ａ が 届 く エ リ ア 、 つ ま り 検 知 エ リ ア Ｒ ４ ， Ｒ ５ は 、 車 室
内 の 前 部 及 び 後 部 に 形 成 さ れ る 。 そ し て 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ は 、 少 な く と も い ず れ か の
検 知 エ リ ア Ｒ ４ ， Ｒ ５ 内 に 携 帯 機 ２ ０ ０ 、 つ ま り 携 帯 機 ２ ０ ０ を 携 帯 す る 乗 員 Ｘ が 検 知 さ
れ た と き 、 乗 員 Ｘ が 車 内 に 居 る と 判 定 す る 。 図 例 は 、 車 室 内 の 前 部 の 検 知 エ リ ア Ｒ ４ 内 に
運 転 席 ３ に 着 座 し た 乗 員 Ｘ が 検 知 さ れ た 場 合 を 示 し て い る 。 な お 、 こ の 図 ４ に お い て も 、
車 両 １ に お け る 前 記 室 内 送 信 ア ン テ ナ １ ３ ２ ， １ ３ ２ 及 び 前 記 検 知 エ リ ア Ｒ ４ ， Ｒ ５ の 配
置 を 明 示 す る た め 、 車 輪 ２ … ２ 、 運 転 席 ３ 、 助 手 席 ４ 、 後 部 座 席 ５ 及 び ハ ン ド ル ６ を 併 せ
て 図 示 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 さ ら に 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 運 転 席 ド ア 及 び 助 手 席 ド ア に 配 置 さ れ た 室 外 送 信 ア ン テ ナ
１ ３ １ ， １ ３ １ は 、 そ の 検 知 エ リ ア Ｒ １ １ ， Ｒ １ ２ を 拡 大 す る こ と が で き 、 両 検 知 エ リ ア
Ｒ １ １ ， Ｒ １ ２ の オ ー バ ー ラ ッ プ 領 域 は 車 室 内 空 間 を ほ と ん ど カ バ ー す る 。 そ し て 、 制 御
ユ ニ ッ ト １ ０ ０ は 、 両 検 知 エ リ ア Ｒ １ １ ， Ｒ １ ２ 内 、 つ ま り 前 記 オ ー バ ー ラ ッ プ 領 域 に 携
帯 機 ２ ０ ０ 、 つ ま り 携 帯 機 ２ ０ ０ を 携 帯 す る 乗 員 Ｘ が 検 知 さ れ た と き 、 乗 員 Ｘ が 車 内 に 居
る と 判 定 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 次 に 、 こ の 車 両 １ に お け る Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム の 動 作 、 つ ま り 乗 員 が エ ン ジ ン を 始 動 す る と
き の 動 作 を 図 ６ を 参 照 し て 概 説 す る 。 前 述 し た よ う に 、 エ ン ジ ン 始 動 時 は 、 イ グ ニ ッ シ ョ
ン ノ ブ １ ０ は ス テ ア リ ン グ ロ ッ ク 位 置 （ Ｌ ｏ ｃ ｋ ） に あ り 、 そ の 回 動 操 作 が 阻 止 さ れ て い
る 。 ま ず 、 乗 員 Ｘ は イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ を 押 圧 操 作 す る 。 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ は 、 前
記 押 圧 操 作 を 受 け る と 、 送 信 ア ン テ ナ １ ３ １ ， １ ３ ２ を 介 し て リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を 送 信 す
る 。 乗 員 Ｘ が 携 帯 す る 携 帯 機 ２ ０ ０ は 、 前 記 リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を 受 信 す る と 、 自 己 の Ｉ Ｄ
コ ー ド を 含 む Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 送 信 す る 。 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ は 、 前 記 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 受 信 ア ン
テ ナ １ ３ ３ を 介 し て 受 信 す る と 、 そ の Ｉ Ｄ コ ー ド が 正 規 の Ｉ Ｄ コ ー ド と 一 致 す る か 否 か を
判 定 し （ Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い ） 、 一 致 す る と き は （ Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 す る と き は ） 、 前 記 イ グ ニ
ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ の 回 動 操 作 を 許 容 す る 。 そ し て 、 乗 員 Ｘ が イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ を ス
テ ア リ ン グ ロ ッ ク 解 除 位 置 （ Ｏ ｆ ｆ ） ま で 回 動 す る と 、 ス テ ア リ ン グ ロ ッ ク 機 構 １ １ が 非
作 動 と な っ て ハ ン ド ル ６ の 回 転 が 機 械 的 に 許 容 さ れ る 。
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【 ０ ０ ２ ５ 】
　 さ ら に 、 乗 員 Ｘ が イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ を イ グ ニ ッ シ ョ ン ス タ ー ト 位 置 （ Ｓ ｔ ａ ｒ ｔ
） ま で 回 動 す る と （ エ ン ジ ン の 始 動 操 作 ） 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ は 、 送 信 ア ン テ ナ １ ３ １
， １ ３ ２ を 介 し て リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を 再 度 送 信 す る 。 乗 員 Ｘ が 携 帯 す る 携 帯 機 ２ ０ ０ は 、
前 記 リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を 受 信 す る と 、 自 己 の Ｉ Ｄ コ ー ド を 含 む Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 再 度 送 信 す る
。 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ は 、 前 記 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 受 信 ア ン テ ナ １ ３ ３ を 介 し て 受 信 す る と 、 そ
の Ｉ Ｄ コ ー ド が 正 規 の Ｉ Ｄ コ ー ド と 一 致 す る か 否 か を 再 度 判 定 し （ Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い ） 、 一
致 す る と き は （ Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 す る と き は ） 、 エ ン ジ ン の 始 動 を 許 容 す る （ エ ン ジ ン の 始
動 制 御 ） 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 次 に 、 こ の 車 両 １ に お け る Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム の 動 作 と Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム の 動 作 と の 連 携 を 図
７ の フ ロ ー チ ャ ー ト を 参 照 し て 概 説 す る 。 ま ず 、 Ｓ Ｅ Ｓ 機 能 と し て 、 ス テ ッ プ Ｓ １ で エ ン
ジ ン の 始 動 操 作 が あ る と 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ で 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い 、 Ｉ Ｄ 認 証 が 成
立 す る と き に 限 り 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ で エ ン ジ ン が 動 作 状 態 と な る 。 そ の 後 、 Ｉ Ｓ Ｓ 機 能 と し
て 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ で エ ン ジ ン の 自 動 停 止 条 件 （ ア イ ド ル ス ト ッ プ 条 件 ） が 成 立 す る と 、 ス
テ ッ プ Ｓ ５ で エ ン ジ ン が 自 動 停 止 す る 。 次 に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ で エ ン ジ ン の 自 動 始 動 条 件 （
ア イ ド ル ス タ ー ト 条 件 ） が 成 立 す る と 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ で エ ン ジ ン の 自 動 停 止 中 （ ア イ ド ル
ス ト ッ プ 中 ） に 車 両 １ の ド ア （ 運 転 席 ド ア 、 助 手 席 ド ア 、 後 部 座 席 ド ア 又 は リ ヤ ハ ッ チ ）
が 開 状 態 に な っ た か 否 か を 判 定 し 、 開 状 態 に な ら な か っ た と き は 、 そ の ま ま ス テ ッ プ Ｓ ３
に 戻 っ て エ ン ジ ン が 動 作 状 態 と な る 。 一 方 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ７ で 開 状 態 に な っ た と き に は
、 ス テ ッ プ Ｓ ８ で 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ２ と 同 様 、 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い 、 Ｉ Ｄ 認 証
が 成 立 す る と き に 限 り 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ で エ ン ジ ン が 動 作 状 態 と な る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 こ こ で 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ４ で の ア イ ド ル ス ト ッ プ 条 件 は 、 例 え ば 図 ８ に 示 す よ う に 、 前
提 条 件 と し て 、 （ １ ） 車 速 が ほ ぼ ゼ ロ で あ る こ と （ 車 速 検 出 セ ン サ １ ０ ２ ） 、 （ ２ ） 路 面
勾 配 が 登 り 降 り 共 に 所 定 値 よ り 小 さ い こ と （ 路 面 勾 配 セ ン サ １ ０ ８ ） 、 （ ３ ） ス テ ア リ ン
グ 操 舵 角 が 所 定 値 よ り 小 さ い こ と （ 操 舵 角 セ ン サ １ １ ０ ） 、 つ ま り 右 折 待 ち で な い こ と 、
（ ４ ） エ ン ジ ン 水 温 が 所 定 値 よ り 高 い こ と （ エ ン ジ ン 水 温 セ ン サ １ ０ ６ ） 、 （ ５ ） エ ア コ
ン が オ フ 又 は エ ア コ ン が オ ン で あ っ て も 目 標 温 度 と 実 温 度 と の 偏 差 が 所 定 値 以 下 で あ る こ
と （ エ ア コ ン ス イ ッ チ １ ０ ５ ） 、 つ ま り エ ン ジ ン の 電 気 負 荷 が 小 さ い こ と 、 が 設 定 さ れ て
い る 。 ま た 、 補 助 条 件 と し て 、 パ ー キ ン グ ブ レ ー キ が 作 動 し て お り （ パ ー キ ン グ ブ レ ー キ
ス イ ッ チ １ ０ ４ ） 、 か つ シ フ ト レ バ ー が 非 走 行 レ ン ジ へ 操 作 さ れ て い る こ と （ イ ン ヒ ビ タ
ス イ ッ チ １ ０ ３ ） 、 が 設 定 さ れ て い る 。 こ こ で 、 す べ て の 前 提 条 件 （ １ ） ～ （ ５ ） が 満 足
さ れ 、 か つ 補 助 条 件 が 満 足 さ れ た と き に 、 ア イ ド ル ス ト ッ プ 条 件 が 成 立 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ６ で の ア イ ド ル ス タ ー ト 条 件 は 、 例 え ば 図 ９ に 示 す よ う に 、 前 提
条 件 と し て 、 （ １ ） 車 速 が 所 定 値 よ り 大 き い 状 態 が 所 定 時 間 継 続 し た こ と （ 車 速 検 出 セ ン
サ １ ０ ２ ） 、 （ ２ ） ス テ ア リ ン グ 操 舵 角 が 変 化 し た こ と （ 操 舵 角 セ ン サ １ １ ０ ） 、 （ ３ ）
エ ン ジ ン 水 温 が 所 定 値 よ り 高 い こ と （ エ ン ジ ン 水 温 セ ン サ １ ０ ６ ） 、 （ ４ ） エ ア コ ン が オ
フ か ら オ ン に 操 作 さ れ た こ と （ エ ア コ ン ス イ ッ チ １ ０ ５ ） 、 つ ま り エ ン ジ ン の 電 気 負 荷 が
増 大 し た こ と 、 （ ５ ） ウ イ ン カ が オ フ か ら オ ン に 操 作 さ れ た こ と （ ウ イ ン カ ス イ ッ チ １ ０
７ ） 、 が 設 定 さ れ て い る 。 ま た 、 補 助 条 件 と し て 、 パ ー キ ン グ ブ レ ー キ が 解 除 さ れ た こ と
（ パ ー キ ン グ ブ レ ー キ ス イ ッ チ １ ０ ４ ） 又 は シ フ ト レ バ ー が 走 行 レ ン ジ へ 操 作 さ れ た こ と
（ イ ン ヒ ビ タ ス イ ッ チ １ ０ ３ ） 、 が 設 定 さ れ て い る 。 こ こ で 、 少 な く と も い ず れ か の 前 提
条 件 （ １ ） ～ （ ５ ） が 満 足 さ れ る か 、 又 は 補 助 条 件 が 満 足 さ れ た と き に 、 ア イ ド ル ス タ ー
ト 条 件 が 成 立 す る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 そ し て 、 こ の 車 両 １ の 制 御 ユ ニ ッ ト （ 車 載 機 ） １ ０ ０ と 携 帯 機 ２ ０ ０ と が 無 線 交 信 し な
が ら 進 め て 行 く 制 御 動 作 と し て は 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ド ア ロ ッ ク 制 御 ル ー チ ン （ ス テ
ッ プ Ｓ １ １ ， Ｓ ２ １ ： Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム の 動 作 ） と 、 エ ン ジ ン 始 動 制 御 ル ー チ ン （ ス テ ッ プ
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Ｓ １ ２ ， Ｓ ２ ２ ： Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム の 動 作 ） と 、 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 ル ー チ ン （
ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ， Ｓ ２ ３ ： Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム の 動 作 ） と が あ り 、 こ れ ら の ル ー チ ン が 順 に 繰
り 返 し 実 行 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 前 記 ス テ ッ プ Ｓ １ １ ， Ｓ ２ １ に お け る ド ア ロ ッ ク 制 御 ル ー チ ン は 、 お よ そ 図 １ １ に 示 す
フ ロ ー チ ャ ー ト に 従 っ て 行 わ れ る 。 ま ず 、 制 御 ユ ニ ッ ト （ 車 載 機 ） １ ０ ０ の 側 に お い て 、
ス テ ッ プ Ｓ ３ １ で 、 エ ン ジ ン 回 転 が 有 る か 否 か を 判 定 し （ エ ン ジ ン 回 転 セ ン サ １ １ １ ） 、
エ ン ジ ン 回 転 が 無 い と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ で 、 ド ア リ ク エ ス ト ス イ ッ チ １ １ ２ が 操 作 さ
れ た か 否 か を 判 定 す る 。 そ の 結 果 、 ド ア リ ク エ ス ト ス イ ッ チ １ １ ２ が 操 作 さ れ た と き は 、
ス テ ッ プ Ｓ ３ ３ で 、 車 室 内 外 に リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を 送 信 す る （ 送 信 ア ン テ ナ １ ３ １ ， １ ３
２ ） 。 そ し て 、 携 帯 機 ２ ０ ０ の 側 に お い て 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ １ で 、 前 記 リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を
受 信 し た か 否 か を 判 定 し （ 受 信 ア ン テ ナ ２ ０ ２ ） 、 受 信 し た と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ で 、
自 己 の Ｉ Ｄ コ ー ド を 含 む Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 送 信 す る （ 送 信 ア ン テ ナ ２ ０ ３ ） 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 次 い で 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ の 側 に お い て 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ４ で 、 前 記 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 所 定
時 間 以 内 に 受 信 し た か 否 か を 判 定 し （ 受 信 ア ン テ ナ １ ３ ３ ） 、 受 信 し た と き は 、 ス テ ッ プ
Ｓ ３ ５ で 、 前 記 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ の 認 証 を 行 う （ つ ま り Ｉ Ｄ コ ー ド が 正 規 の Ｉ Ｄ コ ー ド と 一 致 す
る か 否 か を 判 定 す る ） 。 そ の 結 果 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ６ で 、 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ の 認 証 が で き た と き 、
つ ま り 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し た と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ７ で 、 携 帯 機 ２ ０ ０ が 車
室 外 に 有 る か 否 か を 判 定 し （ 図 ３ 参 照 ） 、 車 室 外 に 有 る と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ８ で 、 ド ア
ロ ッ ク の 現 在 の 状 況 に 応 じ て （ ド ア ロ ッ ク セ ン サ １ １ ４ ） 、 例 え ば 現 在 ド ア ロ ッ ク が 非 作
動 状 態 で あ れ ば ド ア ロ ッ ク を 作 動 さ せ （ 車 両 １ か ら 離 れ る と き ） 、 逆 に 現 在 ド ア ロ ッ ク が
作 動 状 態 で あ れ ば ド ア ロ ッ ク を 解 除 さ せ る （ 車 両 １ に 戻 っ て 来 た と き ） 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ま た 、 前 記 図 １ ０ の ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ， Ｓ ２ ２ に お け る エ ン ジ ン 始 動 制 御 ル ー チ ン は 、 お
よ そ 図 １ ２ に 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト に 従 っ て 行 わ れ る （ 図 ６ 参 照 ） 。 ま ず 、 制 御 ユ ニ ッ ト （
車 載 機 ） １ ０ ０ の 側 に お い て 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ １ で 、 エ ン ジ ン 始 動 操 作 が 有 る か 否 か 、 つ ま
り イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ が イ グ ニ ッ シ ョ ン ス タ ー ト 位 置 （ Ｓ ｔ ａ ｒ ｔ ） ま で 回 動 さ れ た
か 否 か を 判 定 し 、 エ ン ジ ン 始 動 操 作 が 有 る と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ で 、 リ ク エ ス ト 信 号 Ａ
を 送 信 す る （ 室 内 送 信 ア ン テ ナ １ ３ ２ ： 図 ４ 参 照 ／ 又 は 室 外 送 信 ア ン テ ナ １ ３ １ ： 図 ５ 参
照 ） 。 そ し て 、 携 帯 機 ２ ０ ０ の 側 に お い て 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ １ で 、 前 記 リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を
受 信 し た か 否 か を 判 定 し （ 受 信 ア ン テ ナ ２ ０ ２ ） 、 受 信 し た と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ２ で 、
自 己 の Ｉ Ｄ コ ー ド を 含 む Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 送 信 す る （ 送 信 ア ン テ ナ ２ ０ ３ ） 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 次 い で 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ の 側 に お い て 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ で 、 前 記 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 所 定
時 間 以 内 に 受 信 し た か 否 か を 判 定 し （ 受 信 ア ン テ ナ １ ３ ３ ） 、 受 信 し た と き は 、 ス テ ッ プ
Ｓ ５ ４ で 、 前 記 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ の 認 証 を 行 う （ つ ま り Ｉ Ｄ コ ー ド が 正 規 の Ｉ Ｄ コ ー ド と 一 致 す
る か 否 か を 判 定 す る ） 。 そ の 結 果 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ５ で 、 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ の 認 証 が で き た と き 、
つ ま り 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し た と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ６ で 、 エ ン ジ ン 始 動 制 御
を 行 う （ つ ま り エ ン ジ ン の 始 動 を 許 容 す る ） 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 な お 、 こ の 動 作 例 で は 、 イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ が イ グ ニ ッ シ ョ ン ス タ ー ト 位 置 （ Ｓ ｔ
ａ ｒ ｔ ） ま で 回 動 さ れ た 時 点 で 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ５ ４ に お い て 、 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ の 認 証 を 行 う
も の で あ っ た が 、 こ れ に 代 え て 、 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ の 認 証 を 、 （ １ ） イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ が
ス テ ア リ ン グ ロ ッ ク 解 除 位 置 （ Ｏ ｆ ｆ ） か ら ア ク セ サ リ オ ン 位 置 （ Ａ ｃ ｃ ） ま で 回 動 さ れ
た 時 点 、 （ ２ ） イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ が ア ク セ サ リ オ ン 位 置 （ Ａ ｃ ｃ ） か ら イ グ ニ ッ シ
ョ ン オ ン 位 置 （ Ｏ ｎ ） ま で 回 動 さ れ た 時 点 、 （ ３ ） イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ １ ０ が ア ク セ サ リ
オ ン 位 置 （ Ａ ｃ ｃ ） に あ る 状 態 で 所 定 時 間 （ 例 え ば ３ 秒 ） が 経 過 す る 毎 、 （ ４ ） イ グ ニ ッ
シ ョ ン ノ ブ １ ０ が イ グ ニ ッ シ ョ ン オ ン 位 置 （ Ｏ ｎ ） に あ る 状 態 で 所 定 時 間 （ 例 え ば ３ 秒 ）
が 経 過 す る 毎 、 （ ５ ） す べ て の ド ア が 閉 じ て い る 状 態 か ら い ず れ か の ド ア が 開 い た 時 点 、
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又 は （ ６ ） い ず れ か の ド ア が 開 い て い る 状 態 か ら す べ て の ド ア が 閉 じ た 時 点 に 、 先 取 っ て
行 っ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 そ し て 、 本 発 明 の 特 徴 部 分 を 構 成 す る 、 前 記 図 １ ０ の ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ， Ｓ ２ ３ に お け る
ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 ル ー チ ン は 、 お よ そ 図 １ ３ ～ 図 １ ５ に 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト
に 従 っ て 行 わ れ る 。 ま ず 、 制 御 ユ ニ ッ ト （ 車 載 機 ） １ ０ ０ の 側 に お い て 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ １
で 、 エ ン ジ ン が 動 作 状 態 （ 図 ７ の ス テ ッ プ Ｓ ３ 参 照 ） で あ る か 否 か を 判 定 し 、 動 作 状 態 で
あ る と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ ２ で 、 ア イ ド ル ス ト ッ プ 実 行 中 か 否 か を 判 定 す る 。 そ の 結 果 、
実 行 中 で な い と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ ３ で 、 ア イ ド ル ス ト ッ プ 条 件 （ 図 ８ 参 照 ） が 成 立 し て
い る か 否 か を 判 定 し 、 成 立 し て い る と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ ４ で 、 前 回 エ ン ジ ン が ア イ ド ル
ス タ ー ト し て か ら 所 定 時 間 Ｔ 以 上 が 経 過 し て い る か 否 か を 判 定 す る 。 そ の 結 果 、 経 過 し て
い な い と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ ５ で 、 ア イ ド ル ス ト ッ プ を 未 実 行 と す る 。 そ の 場 合 、 ア イ ド
ル ス ト ッ プ 禁 止 中 ラ ン プ （ メ ー タ ユ ニ ッ ト １ １ ７ ） を 点 灯 し て 、 そ の 旨 を 乗 員 Ｘ に 通 知 す
る 。 そ の 後 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ １ に リ タ ー ン す る 。 一 方 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ７ ４ で 経 過 し て い る
と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ ６ で 、 ア イ ド ル ス ト ッ プ を 実 行 す る 。 そ の 場 合 、 ア イ ド ル ス ト ッ プ
中 ラ ン プ （ メ ー タ ユ ニ ッ ト １ １ ７ ） を 点 灯 し て 、 そ の 旨 を 乗 員 Ｘ に 通 知 す る 。 次 い で 、 ス
テ ッ プ Ｓ ７ ７ で 、 ア イ ド ル ス タ ー ト し て か ら の 経 過 時 間 の タ イ マ カ ウ ン タ を リ セ ッ ト す る
。 そ の 後 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ １ に リ タ ー ン す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ７ ２ で ア イ ド ル ス ト ッ プ 実 行 中 の と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ ８ で 、 携 帯 機 ２
０ ０ の 車 外 へ の 持 出 し の 可 能 性 （ つ ま り 携 帯 機 ２ ０ ０ を 携 帯 し た 乗 員 Ｘ が 車 外 へ 出 て 行 っ
た か 又 は 車 内 に 居 る か ） を 確 認 す る タ イ ミ ン グ で あ る か 否 か を 判 定 す る 。 こ こ で 、 こ の 持
出 し 確 認 タ イ ミ ン グ は 、 例 え ば 、 （ １ ） ド ア が 開 状 態 で あ る 場 合 に 所 定 時 間 （ 例 え ば ２ 秒
） が 経 過 す る 毎 、 （ ２ ） 開 状 態 で あ っ た ド ア が 閉 状 態 と な っ た 直 後 （ 例 え ば １ 秒 後 ） 、 又
は （ ３ ） ド ア が 閉 状 態 で あ る 場 合 に 所 定 時 間 （ 例 え ば １ ５ 秒 ） が 経 過 す る 毎 に 、 確 認 タ イ
ミ ン グ で あ る と 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 そ し て 、 確 認 タ イ ミ ン グ で あ る と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ ９ で 、 リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を 送 信 す
る （ 送 信 ア ン テ ナ １ ３ １ ， １ ３ ２ ） 。 そ し て 、 携 帯 機 ２ ０ ０ の 側 に お い て 、 ス テ ッ プ Ｓ １
０ １ で 、 前 記 リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を 受 信 し た か 否 か を 判 定 し （ 受 信 ア ン テ ナ ２ ０ ２ ） 、 受 信
し た と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ２ で 、 自 己 の Ｉ Ｄ コ ー ド を 含 む Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 送 信 す る （ 送 信
ア ン テ ナ ２ ０ ３ ） 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 次 い で 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ ０ の 側 に お い て 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ ０ で 、 前 記 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 所 定
時 間 以 内 に 受 信 し た か 否 か を 判 定 し （ 受 信 ア ン テ ナ １ ３ ３ ） 、 受 信 し た と き は 、 ス テ ッ プ
Ｓ ８ １ で 、 前 記 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ の 認 証 を 行 う （ つ ま り Ｉ Ｄ コ ー ド が 正 規 の Ｉ Ｄ コ ー ド と 一 致 す
る か 否 か を 判 定 す る ） 。 そ の 結 果 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ ２ で 、 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ の 認 証 が で き た と き 、
つ ま り 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し た と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ ３ で 、 携 帯 機 ２ ０ ０ が 車
室 内 に 有 る か 否 か を 判 定 し （ 図 ４ 又 は 図 ５ 参 照 ） 、 車 室 内 に 有 る と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ ５
で 、 ア イ ド ル ス タ ー ト 条 件 （ 図 ９ 参 照 ） が 成 立 し て い る か 否 か を 判 定 す る 。 一 方 、 前 記 ス
テ ッ プ Ｓ ８ ０ ， Ｓ ８ ２ ， Ｓ ８ ３ の い ず れ か で Ｎ Ｏ の と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ ４ で 、 携 帯 機 ２
０ ０ の 持 出 し 警 報 を 実 行 し た 後 （ メ ー タ ユ ニ ッ ト １ １ ７ 及 び 車 外 用 ブ ザ ー １ １ ８ ） 、 ス テ
ッ プ Ｓ ８ ５ に 進 む 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 そ し て 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ８ ５ で ア イ ド ル ス タ ー ト 条 件 が 成 立 し て い な い と き は 、 ス テ ッ
プ Ｓ ７ １ に リ タ ー ン す る 一 方 、 成 立 し て い る と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ ６ で 、 ア イ ド ル ス ト ッ
プ 実 行 中 に ド ア の 開 動 作 が 有 っ た か 否 か を 判 定 し （ ド ア 開 検 出 セ ン サ １ １ ３ ） 、 無 か っ た
と き は 、 そ の ま ま ス テ ッ プ Ｓ ９ ５ に 進 む が 、 有 っ た と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ ７ で 、 今 ド ア が
閉 状 態 か 否 か を 判 定 す る （ ド ア ロ ッ ク 検 出 セ ン サ １ １ ４ ） 。 そ の 結 果 、 閉 状 態 で あ る と き
は 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ ８ で 、 ド ア 閉 状 態 直 後 の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し て い る か 否 か （ す な わ ち 前 述
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の ス テ ッ プ Ｓ ７ ８ で の 携 帯 機 ２ ０ ０ の 車 外 へ の 持 出 し 確 認 タ イ ミ ン グ の う ち の ケ ー ス （ ２
） に 相 当 す る 場 合 ） を 判 定 し 、 成 立 し て い る と き は 、 そ の ま ま ス テ ッ プ Ｓ ９ ５ に 進 む が 、
成 立 し て い な い と き は 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ８ ７ で 今 ド ア が 閉 状 態 で な い と き と 同 様 、 ス テ ッ
プ Ｓ ８ ９ で 、 リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を 送 信 す る （ 送 信 ア ン テ ナ １ ３ １ ， １ ３ ２ ） 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 そ し て 、 携 帯 機 ２ ０ ０ の 側 に お い て 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ３ で 、 前 記 リ ク エ ス ト 信 号 Ａ を 受
信 し た か 否 か を 判 定 し （ 受 信 ア ン テ ナ ２ ０ ２ ） 、 受 信 し た と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ４ で 、
自 己 の Ｉ Ｄ コ ー ド を 含 む Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 送 信 す る （ 送 信 ア ン テ ナ ２ ０ ３ ） 次 い で 、 制 御 ユ ニ
ッ ト １ ０ ０ の 側 に お い て 、 ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ で 、 前 記 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ を 所 定 時 間 以 内 に 受 信 し た
か 否 か を 判 定 し （ 受 信 ア ン テ ナ １ ３ ３ ） 、 受 信 し た と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ９ １ で 、 前 記 Ｉ Ｄ
信 号 Ｂ の 認 証 を 行 う （ つ ま り Ｉ Ｄ コ ー ド が 正 規 の Ｉ Ｄ コ ー ド と 一 致 す る か 否 か を 判 定 す る
） 。 そ の 結 果 、 ス テ ッ プ Ｓ ９ ２ で 、 Ｉ Ｄ 信 号 Ｂ の 認 証 が で き た と き 、 つ ま り 携 帯 機 ２ ０ ０
の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し た と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ９ ３ で 、 携 帯 機 ２ ０ ０ が 車 室 内 に 有 る か 否 か を
判 定 し （ 図 ４ 又 は 図 ５ 参 照 ） 、 車 室 内 に 有 る と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ９ ５ で 、 ア イ ド ル ス タ ー
ト を 実 行 す る 。 そ の 場 合 、 ア イ ド ル ス タ ー ト ラ ン プ （ メ ー タ ユ ニ ッ ト １ １ ７ ） を 所 定 時 間
点 灯 し て 、 そ の 旨 を 乗 員 Ｘ に 通 知 す る 。 次 い で 、 ス テ ッ プ Ｓ ９ ６ で 、 ア イ ド ル ス タ ー ト し
て か ら の 経 過 時 間 の タ イ マ カ ウ ン タ を ス タ ー ト す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 一 方 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ， Ｓ ９ ２ ， Ｓ ９ ３ の い ず れ か で Ｎ Ｏ の と き は 、 ス テ ッ プ Ｓ ９
４ で 、 携 帯 機 ２ ０ ０ の 持 出 し 警 報 を 実 行 し た 後 （ メ ー タ ユ ニ ッ ト １ １ ７ 及 び 車 外 用 ブ ザ ー
１ １ ８ ） 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ １ に リ タ ー ン す る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 な お 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ８ ６ か ら 直 接 ス テ ッ プ Ｓ ９ ５ に 進 む 動 作 は 、 請 求 項 １ に 記 載 の 「
ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 」 が 携 帯 機 ２ ０ ０ の 車 外 へ の 持 出 し が 無 い と 判 定 し た
と き の 動 作 に 相 当 し 、 一 方 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ８ ６ か ら Ｓ ８ ７ ～ Ｓ ９ ３ を 経 由 し て ス テ ッ プ
Ｓ ９ ５ に 進 む 動 作 は 、 請 求 項 １ に 記 載 の 「 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 」 が 携 帯 機
２ ０ ０ の 車 外 へ の 持 出 し が 有 る と 判 定 し た と き の 動 作 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ま た 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ７ ８ の 動 作 及 び 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ８ ６ ～ Ｓ ８ ８ の 動 作 は 、 請 求 項 ２
に 記 載 の 「 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 」 の 動 作 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ま た 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ７ ８ か ら ス テ ッ プ Ｓ ７ ９ ～ Ｓ ８ ３ を 経 由 し て ス テ ッ プ Ｓ ８ ５ に 進
む 動 作 及 び 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ８ ６ ～ Ｓ ８ ８ か ら 直 接 ス テ ッ プ Ｓ ９ ５ に 進 む 動 作 は 、 請 求 項 ３
に 記 載 の 「 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 」 の 動 作 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 そ し て 、 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ７ ８ か ら ス テ ッ プ Ｓ ８ ２ を 経 由 し て ス テ ッ プ Ｓ ８ ４ に 進 む 動 作
は 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 「 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 手 段 」 の 動 作 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 こ の よ う に 、 本 実 施 形 態 に お い て は 、 Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム と Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム と の 両 方 を 備 え
た 車 両 １ に お い て 、 エ ン ジ ン の 自 動 始 動 時 に は 携 帯 機 ２ ０ ０ が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い る か
否 か を 判 定 し 、 つ ま り 携 帯 機 ２ ０ ０ を 携 帯 し た 乗 員 Ｘ が 車 外 へ 出 て 行 っ た か 又 は 車 内 に 居
る か を 判 定 し 、 そ の 結 果 、 携 帯 機 ２ ０ ０ が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い な い 可 能 性 を 判 定 し た と
き は 、 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 の 成 立 を 条 件 と せ ず に エ ン ジ ン を 自 動 始 動 さ せ る よ う に し
た か ら 、 エ ン ジ ン の 自 動 始 動 時 に 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 障 害 が 生 じ て エ ン ジ ン を 自 動 始
動 で き な く な る 、 と い う 不 具 合 が 回 避 さ れ る 。 そ し て 、 こ の 場 合 、 携 帯 機 ２ ０ ０ を 携 帯 し
た 乗 員 Ｘ が 車 内 に 居 る の で あ る か ら 、 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 の 成 立 を 条 件 と せ ず に エ ン
ジ ン を 自 動 始 動 さ せ て も 、 盗 難 防 止 性 能 が 低 下 す る こ と が な い 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 一 方 、 エ ン ジ ン の 自 動 始 動 時 に 、 携 帯 機 ２ ０ ０ が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い る 可 能 性 を 判 定
し た と き は 、 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 の 成 立 を 条 件 と し て エ ン ジ ン を 自 動 始 動 さ せ る よ う
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に し た か ら 、 た と え 携 帯 機 ２ ０ ０ を 携 帯 し な い 者 が 携 帯 機 ２ ０ ０ を 携 帯 す る 乗 員 Ｘ の 不 在
を 狙 っ て 乗 車 し て も 、 エ ン ジ ン は 自 動 始 動 さ れ ず 、 盗 難 防 止 性 能 が 確 実 に 担 保 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 ま た 、 乗 員 Ｘ が 出 入 り す る 際 に 開 閉 動 作 さ れ る ド ア や ウ イ ン ド ウ あ る い は リ ヤ ハ ッ チ 等
の 、 車 両 １ に お け る 車 室 内 と 車 外 と を 区 画 す る 所 定 の 開 閉 体 が 開 閉 動 作 さ れ た こ と に 基 い
て 携 帯 機 ２ ０ ０ の 車 外 へ の 持 出 し の 可 能 性 を 判 定 す る よ う に し た か ら 、 携 帯 機 ２ ０ ０ が 車
外 へ 持 ち 出 さ れ て い る か い な い か の 判 定 が 合 理 的 に か つ 的 確 に 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 エ ン ジ ン の 自 動 停 止 中 に 前 記 ド ア や ウ イ ン ド ウ 等 が 開 閉 動 作 さ れ た と き は 、 そ の
時 点 で 予 め 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 っ て お き 、 そ の 結 果 、 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 が
成 立 し た と き は 、 エ ン ジ ン の 自 動 始 動 時 に は 、 携 帯 機 ２ ０ ０ が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い な い
と 判 定 す る よ う に し た か ら 、 例 え ば 乗 員 Ｘ の 出 入 り を 伴 わ な い 単 な る ド ア や ウ イ ン ド ウ 等
の 開 閉 動 作 に 基 い て 、 携 帯 機 ２ ０ ０ が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い る と 誤 判 定 す る こ と が 回 避 さ
れ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 そ し て 、 エ ン ジ ン の 自 動 停 止 中 に 前 記 ド ア や ウ イ ン ド ウ 等 が 開 閉 動 作 さ れ た と き は 、 そ
の 時 点 で 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 を 行 い 、 そ の 結 果 、 携 帯 機 ２ ０ ０ の Ｉ Ｄ 認 証 が 成 立 し な
い と き は 、 携 帯 機 ２ ０ ０ が 車 外 へ 持 ち 出 さ れ て い る と 判 定 し て 、 直 ち に 所 定 の 警 報 を 行 う
よ う に し た か ら 、 例 え ば エ ン ジ ン の 自 動 停 止 中 に 自 分 が エ ン ジ ン 停 止 操 作 を し た も の と 勘
違 い し て 携 帯 機 ２ ０ ０ を 携 帯 し た ま ま 車 外 へ 出 て 行 こ う と す る 乗 員 Ｘ に 注 意 を 喚 起 す る こ
と が で き る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 な お 、 前 記 実 施 形 態 は 、 本 発 明 の 最 良 の 実 施 形 態 で は あ る が 、 特 許 請 求 の 範 囲 を 逸 脱 し
な い 限 り 、 な お 種 々 の 修 正 、 変 更 が 可 能 で あ る こ と は い う ま で も な い 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 以 上 、 具 体 例 を 挙 げ て 詳 し く 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム に よ る
エ ン ジ ン の 自 動 始 動 を 支 障 な く 円 滑 に 行 う こ と と 、 Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム に よ る 盗 難 防 止 性 能 の
低 下 を 防 ぐ こ と と が 両 立 す る 。 本 発 明 は 、 Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム と Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム と の 両 方 を 備
え た 車 両 の 技 術 分 野 に お い て 幅 広 い 産 業 上 の 利 用 可 能 性 を 有 す る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ５ ３ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 に 係 る 車 両 の 主 要 構 成 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 前 記 車 両 の 制 御 シ ス テ ム 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 前 記 車 両 の 室 外 送 信 ア ン テ ナ の 検 知 エ リ ア を 示 す 平 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 前 記 車 両 の 室 内 送 信 ア ン テ ナ の 検 知 エ リ ア を 示 す 平 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 前 記 車 両 の 室 外 送 信 ア ン テ ナ の 拡 大 さ れ た 検 知 エ リ ア を 示 す 平 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 前 記 車 両 の Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム の 動 作 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 前 記 車 両 の Ｓ Ｅ Ｓ シ ス テ ム の 動 作 と Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム の 動 作 と を 概 説 す る フ ロ ー チ
ャ ー ト で あ る 。
【 図 ８ 】 前 記 車 両 の Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム に お け る ア イ ド ル ス ト ッ プ 条 件 （ エ ン ジ ン 自 動 停 止 条
件 ） を 例 示 す る テ ー ブ ル で あ る 。
【 図 ９ 】 前 記 車 両 の Ｉ Ｓ Ｓ シ ス テ ム に お け る ア イ ド ル ス タ ー ト 条 件 （ エ ン ジ ン 自 動 始 動 条
件 ） を 例 示 す る テ ー ブ ル で あ る 。
【 図 １ ０ 】 前 記 車 両 の 制 御 ユ ニ ッ ト （ 車 載 機 ） と 携 帯 機 と が 無 線 交 信 し て 行 う 制 御 動 作 の
メ イ ン フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 １ １ 】 前 記 メ イ ン フ ロ ー チ ャ ー ト に お け る ド ア ロ ッ ク 制 御 ル ー チ ン の フ ロ ー チ ャ ー ト
で あ る 。
【 図 １ ２ 】 前 記 メ イ ン フ ロ ー チ ャ ー ト に お け る エ ン ジ ン 始 動 制 御 ル ー チ ン の フ ロ ー チ ャ ー
ト で あ る 。
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【 図 １ ３ 】 前 記 メ イ ン フ ロ ー チ ャ ー ト に お け る ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 ル ー チ ン の
フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 １ ４ 】 前 記 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 ル ー チ ン の 続 き の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 １ ５ 】 前 記 ア イ ド ル ス ト ッ プ ス タ ー ト 制 御 ル ー チ ン の さ ら に 続 き の フ ロ ー チ ャ ー ト で
あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ５ ４ 】
１ 　 　 　 　 　 　 　 車 両
１ ０ 　 　 　 　 　 　 イ グ ニ ッ シ ョ ン ノ ブ
１ ０ ０ 　 　 　 　 　 制 御 ユ ニ ッ ト （ ス マ ー ト エ ン ジ ン ス タ ー タ 制 御 手 段 、 ア イ ド ル ス ト ッ プ
ス タ ー ト 制 御 手 段 ）
１ １ ７ 　 　 　 　 　 メ ー タ ユ ニ ッ ト
１ １ ８ 　 　 　 　 　 車 外 用 ブ ザ ー
１ ３ １ ， １ ３ ２ 　 送 信 ア ン テ ナ
１ ３ ３ 　 　 　 　 　 受 信 ア ン テ ナ
２ ０ ０ 　 　 　 　 　 携 帯 機
Ａ 　 　 　 　 　 　 　 リ ク エ ス ト 信 号
Ｂ 　 　 　 　 　 　 　 Ｉ Ｄ 信 号
Ｘ 　 　 　 　 　 　 　 乗 員
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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